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国
民
年
金
保
険
料
の
１
年
度
分

前
納
の
納
付
期
限
は
４
月
末

　

国
民
年
金
の
納
付
書
は
日
本

年
金
機
構
か
ら
４
月
上
旬
に
送

ら
れ
て
き
ま
す
。

　

１
年
度
分
の
前
納
は
、
４
月

か
ら
翌
年
３
月
ま
で
の
保
険
料

を
4
月
末
ま
で
に
納
め
ま
す
。

（
口
座
振
替
の
場
合
は
４
月
末

に
振
り
替
え
ま
す
）

　

納
付
は
金
融
機
関
ま
た
は
コ

ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
と
な
っ

て
い
ま
す
。

※
市
役
所
で
は
納
め
ら
れ
ま
せ

ん
。

　

ま
た
、
保
険
料
を
前
納
す
る

と
割
引
制
度
が
あ
り
ま
す
。
納

付
書
で
１
年
度
分
を
４
月
末
ま

で
に
前
払
い
す
る
と
３
１
９
０

円
割
引
が
あ
り
ま
す
。
（
口
座

振
替
で
は
３
７
７
０
円
割
引
が

あ
り
ま
す
が
、
今
か
ら
手
続
き

す
る
と
１
年
度
分
前
納
は
翌
年

度
分
か
ら
に
な
り
ま
す
）　

平
成
24
年
度
の
年
金
額
が
０
・

３
％
引
き
下
げ
に
な
り
ま
す

　

老
齢
基
礎
年
金
は
満
額
で
78

万
６
５
０
０
円
と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
額
は
20
歳
か
ら
60
歳
に

な
る
ま
で
の
40
年
間
（
加
入
可

能
年
数
）
す
べ
て
保
険
料
を
納

め
た
場
合
で
す
。
保
険
料
を
納

め
た
期
間
が
40
年
に
満
た
な
い

場
合
は
、
そ
の
期
間
に
応
じ
て

減
額
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
障
害
基
礎
年
金
、
遺

族
基
礎
年
金
に
つ
き
ま
し
て
も

同
じ
く
引
き
下
げ
ら
れ
ま
す
。

国
民
年
金
保
険
料
が
引
き
下
げ

ら
れ
ま
す

　

国
民
年
金
の
保
険
料
は
毎
年

度
改
正
さ
れ
ま
す
が
、
平
成
24

年
度
は
前
年
度
よ
り
40
円
引
き

下
げ
ら
れ
ま
す
。

　

平
成
24
年
4
月
か
ら
平
成
25

年
3
月
ま
で
の
国
民
年
金
保
険

料
は
、
月
額
1
4
9
8
0
円
と

な
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
幕
張
年
金
事
務

所
☎
２
１
２
│
８
６
２
２
へ
。

　

国
民
年
金
保
険
料
の
学
生
納

付
特
例
制
度
を
希
望
す
る
方
は

毎
年
、
申
請
が
必
要
で
す

　

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が

困
難
な
学
生
の
方
に
は
、
学
生

納
付
特
例
制
度
が
あ
り
ま
す
。

申
請
の
方
法

①
昨
年
か
ら
こ
の
制
度
を
受
け

て
お
り
、
引
き
続
き
学
生
で
日

本
年
金
機
構
千
葉
事
務
セ
ン
タ

ー
か
ら
申
請
書
の
ハ
ガ
キ
が
届

い
て
い
る
方

　

↓
ハ
ガ
キ
を
送
付
し
て
く
だ

さ
い
。

②
今
年
か
ら
学
生
納
付
特
例
の

申
請
を
さ
れ
る
方
お
よ
び
昨
年

に
引
き
続
き
学
生
の
方
で
も
ハ

ガ
キ
が
届
い
て
い
な
い
方

　

↓
市
役
所
国
保
年
金
課
で
申

請
を
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
際
、

年
金
手
帳
、
印
鑑
、
学
生
証

（
在
学
証
明
書
で
も
可
）
を
ご

持
参
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
、
市
役
所
国
保
年

金
課
☎
４
４
３
│
１
１
３
９
へ
。

国
民
年
金
の
お
知
ら
せ

国
民
年
金
の
お
知
ら
せ

　

介
護
保
険
制
度
は
、
ご
本
人

が
必
要
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
提

供
を
受
け
、
ご
家
族
の
介
護
負

担
を
少
し
で
も
軽
く
す
る
た
め

に
設
け
ら
れ
た
制
度
で
、
40
歳

以
上
の
方
に
保
険
料
を
納
め
て

い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

こ
の
制
度
は
、
40
歳
以
上
の

方
に
納
め
て
い
た
だ
い
て
い
る

保
険
料
と
国
や
県
、
市
が
負
担

す
る
公
費
に
よ
り
運
営
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
そ
の
う
ち
65
歳
以

上
の
方
に
直
接
お
納
め
い
た
だ

い
て
い
る
介
護
保
険
料
の
額
は

３
年
に
１
度
見
直
す
こ
と
に
な

っ
て
お
り
、
平
成
24
年
度
は
そ

の
見
直
し
の
時
期
に
あ
た
り
ま

す
。
こ
の
た
め
、
本
市
で
は
、

65
歳
以
上
の
方
に
納
め
て
い
た

だ
い
て
い
る
介
護
保
険
料
を
次

の
と
お
り
改
定
し
ま
し
た
。

○
介
護
保
険
料
の
基
準
月
額
を

　

３
８
９
４
円
か
ら
４
４
０
０

　

円
に
改
定
し
ま
し
た

　

本
市
の
過
去
３
年
間
（
平
成

21
年
度
〜
平
成
23
年
度
）
に
介

護
保
険
給
付
な
ど
の
た
め
に
支

払
っ
た
金
額
（
以
下
「
介
護
保

険
支
払
額
」
）
は
、
65
歳
以
上

人
口
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
者

の
増
加
に
よ
っ
て
年
々
増
加
し

て
お
り
、
平
成
24
年
度
か
ら
平

成
26
年
度
ま
で
の
３
年
間
に
本

市
が
負
担
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
介
護
保
険
支
払
額
（
次
表
）

は
、
さ
ら
に
増
加
す
る
と
見
込

ん
で
い
ま
す
。

　

ま
た
、
介
護
保
険
制
度
の
改

正
に
よ
っ
て
、
65
歳
以
上
の
方

に
負
担
し
て
い
た
だ
い
て
い
る

介
護
保
険
料
の
介
護
保
険
支
払

額
に
対
す
る
割
合
が
20
％
か
ら

21
％
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
こ
と
、

平
成
24
年
４
月
の
介
護
報
酬
の

引
き
上
げ
な
ど
も
重
な
っ
た
た

め
、
本
市
で
は
や
む
を
得
ず
65

歳
以
上
の
方
の
介
護
保
険
料
の

基
準
月
額
を
３
８
９
４
円
か
ら

４
４
０
０
円
に
改
定
し
た
も
の

で
す
。

　

本
年
４
月
以
降
に
65
歳
に
な

ら
れ
た
方
や
年
金
か
ら
介
護
保

険
料
を
天
引
き
さ
れ
て
い
な
い

方
に
は
、
７
月
に
介
護
保
険
料

納
入
通
知
書
兼
領
収
書
を
郵
送

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

安
心
し
て
介
護
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
、
介
護
保
険

料
は
納
期
内
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

　

な
お
、
年
金
か
ら
介
護
保
険

料
を
天
引
き
さ
れ
て
い
る
方
の

今
回
の
改
定
に
伴
う
介
護
保
険

料
の
差
額
は
、
10
月
支
給
分
以

降
の
年
金
で
調
整
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。

○
介
護
保
険
料
の
段
階
が
現
在

　

の
７
段
階
か
ら
８
段
階
に
な

　

り
ま
し
た

　

収
入
・
所
得
の
状
況
に
応
じ

て
き
め
細
か
く
対
応
で
き
る
よ

う
、
保
険
料
の
所
得
段
階
の
区

分
も
見
直
し
、
７
段
階
か
ら
８

段
階
と
し
ま
し
た
。

①
第
３
段
階
を
２
種
類
に
分
け

ま
し
た
。

②
第
６
段
階
お
よ
び
第
７
段
階

を
所
得
額
に
応
じ
、
細
分
化
し

ま
し
た
。

　

詳
し
く
は
、
市
役
所
介
護
保

険
課
☎
４
４
３
│
１
４
９
１
へ
。

65
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以
上
の
方
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単位：千万円

平
成
21
年
度

平
成
22
年
度

平
成
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平
成
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年
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（
推
計
）

平
成
25
年
度
（
推
計
）

平
成
26
年
度
（
推
計
）

所得段階

第１段階

第２段階

比率対象者
・生活保護を受けている方
・老齢福祉年金の受給者で世帯員全員が市民税非課
　税の方
・世帯員全員が市民税非課税で、本人の前年中の合
　計所得金額＋課税年金収入額が80万円以下の方
・世帯員全員が市民税非課税で、本人の前年中の合
　計所得金額＋課税年金収入額が80万円を超え１２
　０万円以下の方
・世帯員全員が市民税非課税で、本人の前年中の合計
　所得金額＋課税年金収入額が１２０万円を超える方

・本人が市民税非課税で世帯に市民税課税者がいる方

年間保険料

26,400円

26,400円

52,800円
60,700円

66,000円

79,200円

92,400円

44,800円

39,600円

34,300円

・世帯に市民税課税者がいるが、本人は市民税非課 
　税で、本人の前年中の合計所得金額＋課税年金収
　入額が80万円以下の方

・本人が市民税課税で本人の前年中の合計所得金額
　が１２５万円未満の方
・本人が市民税課税で本人の前年中の合計所得金額
　が１２５万円以上１９０万円未満の方
・本人が市民税課税で本人の前年中の合計所得金額
　が１９０万円以上４００万円未満の方
・本人が市民税課税で本人の前年中の合計所得金額
　が４００万円以上の方

第
３
段
階

特例
第３
段階

第
４
段
階

特例
第４
段階

第５段階

第６段階

第７段階

第８段階

0.50

0.50

0.65

0.75

0.85

1.00

1.15

1.25

1.75

1.50


